
利
根
川
水
系
の
項
中

「
利
根
川

左
岸

群
馬
県
伊
勢
崎
市
大
字
柴
崎
字
小
泉
千

五
百
五
十
五
番
地
先

海

八
斗
島
、栗
橋
、

芽
吹
橋
、取
手
、

押
付
、
横
利
根

右
岸

同
県
佐
波
郡
玉
村
町
大
字
小
泉
字
飯
玉

前
二
百
六
十
番
の
一
地
先

を

小
貝
川

左
岸

栃
木
県
芳
賀
郡
益
子
町
大
字
上
山
八
百

五
十
一
番
地
先

利
根
川
へ
の
合
流
点

三
谷
、
黒
子
、

上
郷
、
小
貝
川

水
海
道

右
岸

同
県
真
岡
市
大
字
根
本
滝
沢
二
十
一
番

地
先

」

登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
代
表
者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が

調
査
業
務
を
行
う
区

分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
調

査
業
務
を
行
う
事
務
所

の
名
称
及
び
所
在
地

第
四
号

平
成
十
八
年
六
月

五
日

株
式
会
社
技
術
ト
ラ
ン
ス

フ
ァ
ー
サ
ー
ビ
ス

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁

目
５
番
１
号
虎
ノ
門
37
森

ビ
ル

秋
山
敦

八

先
行
技
術
調
査

（
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン

ト
）

株
式
会
社
技
術
ト
ラ
ン

ス
フ
ァ
ー
サ
ー
ビ
ス

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三

丁
目
５
番
１
号
虎
ノ
門

37
森
ビ
ル

平成˜Ÿ年�月˜›日 水曜日 第›šœŸ号官 報
４

署
名
者

日
本
側

桂
誠
在
ラ
オ
ス
大
使

ラ
オ
ス
側

ソ
ム
サ
ワ
ー
ト
・
レ
ン
サ
ワ
ッ
ト
副
首
相

兼
外
務
大
臣

平
成
十
八
年
六
月
十
四
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

六

払
込
金
額

千
百
二
億
九
百
万
円

七

最
低
額
面
金

額

五
万
円

八

振
替
単
位

振
替
法
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿

の
記
載
又
は
記
録
は
、
最
低
額
面
金

額
の
整
数
倍
の
金
額
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

九

発

行

日

平
成
十
八
年
六
月
十
五
日

十

募
集
の
価
格

額
面
金
額
百
円
に
つ
き
百
円
十
九
銭

十
一

利

率

年
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

十
二

初
期
利
子

平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日
を
支
払

期
と
し
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し

た
金
額
を
支
払
う
。
た
だ
し
、
支
払

期
が
銀
行
休
業
日
に
当
た
る
と
き

は
、
そ
の
翌
営
業
日
に
支
払
う
（
以

下
、
次
号
及
び
第
十
四
号
に
お
い
て

規
定
す
る
期
日
に
つ
い
て
同
じ
。）。

額
面
金
額
×

0•
9

100
×
１２

十
三

第
二
期
以

後
の
利
子

毎
年
六
月
十
五
日
及
び
十
二
月
十
五

日
を
支
払
期
と
し
、
各
支
払
期
に
お

い
て
、
そ
の
日
以
前
六
月
間
に
属
す

る
利
子
を
支
払
う
。

十
四

償
還
期
限

平
成
二
十
年
六
月
十
五
日

十
五

償
還
金
額

額
面
金
額
百
円
に
つ
き
百
円

十
六

元
利
金
支

払
場
所

日
本
銀
行

十
七

募
集
期
間

平
成
十
八
年
六
月
二
日
か
ら
平
成
十

八
年
六
月
九
日
ま
で

十
八

払
込
期
日

平
成
十
八
年
六
月
十
五
日

〇
外
務
省
告
示
第
三
百
三
十
号

平
成
十
八
年
六
月
二
日
に
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
で
、
ビ
エ
ン

チ
ャ
ン
市
上
水
道
施
設
拡
張
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す

る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国

政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
市
上
水
道

施
設
拡
張
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

æ

ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
市
上
水
道
施
設
の
拡
張
に
必
要
な

生
産
物
及
び
役
務
の
供
与

ç

前
記
æ
の
生
産
物
の
輸
送
に
必
要
な
役
務
の
供
与

è

前
記
æ
の
施
設
の
運
営
及
び
維
持
・
管
理
指
導
に

必
要
な
役
務
の
供
与

２

贈
与
の
限
度
額

二
十
八
億
七
千
五
百
万
円

（
平
成
十
八
年
度

三
億
七
千
七
百
万
円
）

（
平
成
十
九
年
度

十
六
億
九
千
六
百
万
円
）

（
平
成
二
十
年
度

八
億
二
百
万
円
）

３

贈
与
の
使
用
期
限

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
平
成
十
八
年
度
分
）

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
平
成
十
九
年
度
分
）

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
平
成
二
十
年
度
分
）

４

署
名
者

日
�
本
�
側

桂
誠
在
ラ
オ
ス
大
使

ラ
オ
ス
側

ソ
ム
サ
ワ
ー
ト
・
レ
ン
サ
ワ
ッ
ト
副
首
相

兼
外
務
大
臣

平
成
十
八
年
六
月
十
四
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
財
務
省
告
示
第
二
百
五
十
二
号

国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵

省
令
第
三
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
十
八
年
六
月
十
五
日
に
発
行
す
る
利
付
国
債
の
発
行
条

件
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
四
日

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

一

名
称
及
び
記

号

利
付
国
庫
債
券
（
二
年
）（
第
二
百
四

十
五
回
）

二

発
行
の
根
拠

法
律
及
び
そ

の
条
項

財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三

十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
平
成

十
八
年
度
に
お
け
る
財
政
運
営
の
た

め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
十
一

号
）
第
二
条
第
一
項

三

振
替
法
の
適

用
等

社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下

「
振
替
法
」
と
い
う
。）の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
振
替

機
関
は
日
本
銀
行
と
す
る
。

四

発
行
方
法

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
国
債
の
募
集

の
取
扱
い
及
び
取
得
に
よ
る
発
行

五

発

行

額

額
面
金
額
で
千
百
億
円

う
ち
、
財
政
法
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
発
行
す
る
利
付
国
債
に

つ
い
て
は
、
額
面
金
額
で
百
三
十
九

億
七
千
三
百
四
十
五
万
円
、
平
成
十

八
年
度
に
お
け
る
財
政
運
営
の
た
め

の
公
債
の
発
行
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
発
行
す
る
利
付
国
債
に
つ
い
て

は
、
額
面
金
額
で
九
百
六
十
億
二
千

六
百
五
十
五
万
円

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
六
十
号

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
十
七

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
登
録
認

定
機
関
を
登
録
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
四
日

農
林
水
産
大
臣

中
川

昭
一

一
イ

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

平
成
十
八
年
五
月
三
十
一
日

第
五
十
七
号

ロ

登
録
認
定
機
関
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
日
本
総
合
科
学

広
島
県
福
山
市
箕
島

町
南
丘
三
百
九
十
九
番
地
四
十
六

ハ

登
録
認
定
機
関
が
認
定
を
行
う
農
林
物
資
の
区
分

及
び
種
類

地
鶏
肉
、
有
機
農
産
物
、
有
機
加
工
食
品
、
有
機

飼
料
及
び
有
機
畜
産
物
（
認
定
を
行
う
農
林
物
資
の

種
類
は
、
有
機
農
産
物
及
び
有
機
加
工
食
品
に
限

る
。）

ニ

登
録
認
定
機
関
が
認
定
を
行
う
区
域
及
び
認
定
を

行
う
登
録
認
定
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地

\

認
定
を
行
う
区
域

国
内

]

認
定
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

広
島
県
福
山
市
箕
島
町
南
丘
三
百
九
十
九
番
地

四
十
六

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
八
十
九
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
条
第
二
項
及
び
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六

十
五
号
）
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
年
運
輸
省

建
設
省
告
示
第
二
号
（
洪
水
予
報
及
び
警
報
を
行
う

河
川
並
び
に
当
該
河
川
に
係
る
水
位
又
は
流
量
の
予
報
に
関
す
る
基
準
地
点
及
び
担
当
官
署
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
四
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

〇
特
許
庁
告
示
第
四
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
第
一
号
の
規

定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
四
日

特
許
庁
長
官

中
嶋

誠

›
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